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解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
阪
市
生
野
区
新
今
里
三
丁
目
四
番
一
七
号
Ｏ
Ｇ

ビ
ル
五
〇
二
Ｂ

嘉
麗
浩
商
貿
株
式
会
社

代
表
清
算
人

山
根

武
広

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
臨
時
社
員

総
会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人

に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇

月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
阪
市
西
区
南
堀
江
一
丁
目
一
五

九

五
Ｆ

一
般
社
団
法
人
国
際
美
容
療
法
協
会

代
表
清
算
人

塚
田

元
康

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
阪
市
生
野
区
鶴
橋
一
丁
目
一

三
三

一
〇
〇

七
号

Ｒ
ｉ
ｎ
ｇ
Ｚ
ｅ
ｒ
ｏ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

バ
イ
・
ジ
ン

解
散
公
告

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
開
催
の
通
常
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
組
合
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

大
阪
府
堺
市
中
区
見
野
山
二
〇
九
番
地

ジ
ャ
パ
ン
ア
ー
ス
運
輸
事
業
協
同
組
合

清
算
人

木
村

英
一

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

兵
庫
県
姫
路
市
竹
田
町
九
番
地

株
式
会
社
新
張
木
材
工
業
所

代
表
清
算
人

村
上
喜
美
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

兵
庫
県
朝
来
市
和
田
山
町
枚
田
岡
七
七
四
番
地

和
田
山
商
業
振
興
株
式
会
社

代
表
清
算
人

笠
原

裕
一

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

和
歌
山
県
橋
本
市
東
家
二
丁
目
八
番
一
〇
号

有
限
会
社
サ
ン
ラ
イ
ズ

清
算
人

堀
部
佐
代
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

島
根
県
益
田
市
高
津
六
丁
目
四
番
五
四
号
（
一
〇

三
）

有
限
会
社
テ
ク
ノ
ウ
イ
ン
グ

代
表
清
算
人

永
井
芽
久
美

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

広
島
市
南
区
出
島
一
丁
目
二
一
番
三
号

有
限
会
社
藤
嶋
工
業

代
表
清
算
人

宮
﨑

茂
則

解
散
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
四
日
開
催
の
臨
時
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
組
合
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

徳
島
市
両
国
本
町
二
丁
目
二
九
番
地

徳
島
市
両
国
本
町
商
店
街
振
興
組
合

代
表
清
算
人

新
居

綾
路

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
個
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

香
川
県
小
豆
郡
土
庄
町
豊
島
家
浦
二
二
六
八
番
地
一

秋
山
運
送
有
限
会
社
商
事
部

清
算
人

秋
山

正

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

愛
媛
県
西
宇
和
郡
伊
方
町
大
浜
三
四
五
番
地
の
一

大
黒
建
設
有
限
会
社

清
算
人

大
黒

謙
治

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

愛
媛
県
上
浮
穴
郡
久
万
高
原
町
西
明
神
五
三
四
番

地
四

株
式
会
社
高
原
ス
ピ
リ
ッ
ツ

代
表
清
算
人

石
川

毅

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

福
岡
県
飯
塚
市
菰
田
一
三
六
番
地
八

株
式
会
社
ひ
ま
わ
り
ト
レ
イ
ン

代
表
清
算
人

杉
原
嘉
代
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

な
お
、
当
社
は
令
和
八
年
六
月
五
日
を
も
っ
て
本
店
移

転
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

（
新
本
店
）
福
岡
市
博
多
区
那
珂
三
丁
目
一
番
一

六

九
〇
一
号

（
旧
本
店
）
福
岡
市
中
央
区
舞
鶴
一
丁
目
九
番

三

七
〇
六
号

株
式
会
社
優
和

代
表
清
算
人

八
尋

優
実

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
九
日

福
岡
市
東
区
松
島
六
丁
目
七
番
八
号

月
山
ネ
オ
ン
株
式
会
社

代
表
清
算
人

高
橋

勲


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